仕 様 書

１　件名
京都市七条第三児童館　床修繕

２　履行期間
　　契約日の翌日から令和８年８月３１日（月）まで

３　履行場所
　　京都市七条第三児童館第二分室（京都市下京区梅小路本町２５−１）

４　履行内容
　　畳の交換(新調)、その上から敷物（以下、「上敷き」という。）を敷設
	
	仕様
	備考

	畳
	樹脂畳　約１２帖
・畳表：ダイケン　健やかおもて
銀白100Ａ　縁付き
・畳床：建材床　並
	同等品可

	上敷き
	ポリプロピレン製で水拭き可のもの
敷き込み範囲　約１２帖
	










・畳及び上敷きを設置するにあたっては、利用者の安全を確保し、使用時のズレ、めくれ、又はこれらに起因するつまずき等の転倒事故を防止するため、適切な方法で確実に固定すること。
固定にあたっては、児童館という施設の特性（児童の激しい動きや転倒等）を十分に考慮し、表面に突起物が露出しない安全な工法（面ファスナー、粘着・吸着シート、又は安全性が確保された専用部材等による固定）で確実に固定すること。
・敷設のため室内の備品類の移動が必要な場合、移動作業も行うこと。また、移動させた備品類は畳等修繕後、元の位置へ戻すこと。
・畳引き上げ後は簡易的な掃き掃除を実施すること。
・既存の畳、敷物の撤去・処分を実施すること。

５　留意事項等
　・見積書作成にあたって現地確認が必要な場合は、担当（藤田・簑内（075-222-3987））まで連
絡をお願いします。現地確認は原則平日午後に実施をお願いします。なお、現地確認の日程調整
には、数日を要します。
・見積書には、使用する資材の品名・品番や設置時の工法等を記載してください。
　・業務実施は、原則、土曜日又は月曜日の午前中とします。
　　契約後、速やかに日程調整することとします。
　・業務実施時は改修前後の写真を撮影し、完了報告書とともに提出してください。


　（参考：現状写真）
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
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